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①
介
護
保
険
制
度
を
今
後
も
円
滑

に
運
営
・
持
続
し
て
い
く
た
め

②
超
高
齢
化
社
会
に
備
え
て
、
介

護
や
支
援
を
必
要
と
す
る
方
た

ち
の
数
を
少
な
く
し
、
元
気
な

高
齢
者
の
方
々
を
増
や
す
努
力

が
必
要
な
た
め

※
豊
岡
市
の
高
齢
者
人
口
は
、
平

成
17
年
度
約
2
3
、
2
0
0
人
、

高
齢
化
率
は
25
・
0
パ
ー
セ
ン
ト

で
す
。
今
後
も
高
齢
者
人
口
の
増

加
は
続
き
、
平
成
26
年
度
に
は
約

2
5
、
1
0
0
人
、
高
齢
化
率
は

29
・
6
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る
見

込
み
で
す
。（「
豊
岡
市
老
人
保
健

福
祉
計
画
・
第
3
期
介
護
保
険
事

業
計
画
」
か
ら
）

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
、

「
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
」
や
在

宅
介
護
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

高
齢
者
の
生
活
を
総
合
的
に
支

援
す
る
「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
」を
設
置
し
、
高
齢
者
保
健
福
祉

の
総
合
的
相
談
窓
口
と
し
ま
し
た
。

ま
た
、
身
近
な
地
域
で
多
様
な

低
所
得
者
の
保
険
料
軽
減
な
ど

負
担
能
力
に
き
め
細
か
く
配
慮
し

た
保
険
料
設
定
に
変
わ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら

の
差
し
引
き
）
の
対
象
が
遺
族
年

金
、
障
害
年
金
ま
で
拡
大
さ
れ
ま

し
た
。

従
来
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
で
は
、

要
介
護
状
態
が
軽
度
（
要
支
援
・

要
介
護
1
）
の
方
の
状
態
改
善
に

つ
な
が
っ
て
い
な
い
部
分
が
あ
り

ま
し
た
が
、
18
年
4
月
か
ら
は
、

介
護
度
の
軽
い
「
要
支
援
1
」

「
要
支
援
2
」
と
判
定
さ
れ
た
方

は
、
状
態
が
そ
れ
以
上
重
く
な
ら

な
い
よ
う
「
新
予
防
給
付
」
の
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

ま
た
、「
非
該
当
」
と
認
定
さ

れ
た
方
や
、
生
活
機
能
が
低
下
し

て
い
る
方
に
は
、
要
支
援
・
要
介

護
状
態
に
な
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め

に
介
護
予
防
事
業
が
実
施
さ
れ
ま

す
。

合
併
初
年
度
、
豊
岡
市
の
介
護

保
険
料
は
そ
れ
ま
で
の
旧
市
町
で

算
定
し
て
い
た
介
護
保
険
料
を
そ

の
ま
ま
引
き
継
ぎ
、
地
域
間
で

別
々
の
料
率
で
介
護
保
険
料
を
納

め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
平
成
18
年
度
か
ら
は

豊
岡
市
統
一
の
介
護
保
険
料
を
算

定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
段
階
に

応
じ
た
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

65
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
は
、

豊
岡
市
で
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
用
を
ま
か
な
う
た
め
に
算
出
さ

れ
た
基
準
額
を
も
と
に
6
段
階

（
こ
れ
ま
で
は
5
段
階
制
）
に
分

か
れ
て
い
ま
す
。

■
月
額
保
険
料
基
準
額

3
、
5
0
0
円
（
6
つ
の
保
険
料

段
階
の
う
ち
第
4
段
階
の
金
額
）

※
算
出
方
法
は
次
の
と
お
り

介
護
保
険
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
て
か
ら
6
年
が
経
過
し
ま
し
た
。

介
護
保
険
料
の
基
準
額
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
に
応
じ
、
3
年
ご
と
に
定
め

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
18
年
度
か
ら
3
年
間
の
、
65
歳
以
上
の
方
（
第

1
号
被
保
険
者
）
の
保
険
料
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。

な
お
、
40
〜
64
歳
の
方
（
第
2
号
被
保
険
者
）
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
加
入

し
て
い
る
医
療
保
険
（
社
会
保
険
、
共
済
組
合
、
国
民
健
康
保
険
等
）
に
よ
り

異
な
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
窓
口
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

＝

●「
介
護
を
予
防
す
る
」サ
ー
ビ

ス
や
事
業
が
始
ま
り
ま
し
た

●
住
み
な
れ
た
地
域
で
自
立

し
た
生
活
を
支
援
し
ま
す

●
65
歳
以
上
の
方
の
保
険
料

が
変
わ
り
ま
し
た

●
65
歳
以
上
の
方（
第
1
号
被

保
険
者
）の
保
険
料

な
ぜ
、
介
護
保
険
制
度
の

見
直
し
を
行
う
必
要
性
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

18
年
4
月
の
介
護
保
険
制

度
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
は
？

豊
岡
市
の

介
護
保
険
料
は
？

平
成
18
年
4
月
か
ら

介
護
保
険
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た

平
成
18
年
4
月
か
ら

介
護
保
険
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た

平成18年度
～20年度

65歳以上の
方の保険料

月額基準額
3,500円

■基準額の算出方法

基準額
（月額）

豊岡市の介護サ
ービス総費用の
うち65歳以上
の方の負担分

豊岡市の65歳
以上の方の人数

÷ 12カ月

主な改正点



9 広報とよおか　2006.4.25

今
ま
で
と
全
く
収
入
が
変
わ
っ

て
い
な
く
て
も
、
市
民
税
が
課
税

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
、
税
制
の
改
正
に

よ
っ
て
課
税
さ
れ
る
年
金
収
入
の

額
が
変
更
に
な
る
か
ら
で
す
。

そ
の
影
響
が
介
護
保
険
料
に
も

関
係
し
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
は
次
の
方
々
で
す
。

①
本
人
が
市
民
税
非
課
税
か
ら
課

税
と
な
っ
た
方

②
全
員
が
市
民
税
非
課
税
で
あ
っ

た
世
帯
で
課
税
と
な
っ
た
方
が

い
る
方

前
記
①
、
②
の
方
に
つ
い
て
は
、

平
成
17
年
度
ま
で
の
保
険
料
負
担

と
平
成
18
年
度
か
ら
の
保
険
料
負

担
で
は
、
そ
の
差
額
が
大
き
く
な

っ
て
し
ま
う
た
め
、
そ
の
大
き
な

変
化
を
少
し
で
も
和
ら
げ
る
よ

う
、
次
の
と
お
り
「
介
護
保
険
料

の
激
変
緩
和
措
置
」
が
適
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
措
置
は
、
下
位
の
保
険
料

段
階
か
ら
第
4
段
階
ま
た
は
第
5

段
階
へ
移
行
し
た
方
に
適
用
さ

れ
、
平
成
18
年
度
か
ら
20
年
度
に

か
け
て
段
階
的
に
保
険
料
を
引
き

上
げ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
保

険
料
の
額
が
一
挙
に
増
額
す
る
こ

と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
も
の
で

す
。

保
険
料
は
年
金
か
ら
の
差
し
引

き
納
付（
特
別
徴
収
）と
な
り
ま
す
。

・
年
金
定
期
払
い
（
年
6
回
）
の

際
に
、
あ
ら
か
じ
め
差
し
引
か

れ
ま
す
。

・
4
、
6
、
8
月
は
前
年
度
2
月

分
と
同
額
の
保
険
料
を
納
付

（
仮
徴
収
）
し
ま
す
。

・
10
、
12
、
2
月
分
は
、
前
年
所

得
な
ど
を
も
と
に
算
定
さ
れ
た

保
険
料
か
ら
仮
徴
収
分
を
除
い

た
額
を
振
り
分
け
て
納
付
（
本

徴
収
）
し
ま
す
。

※
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
年

金
は
、
こ
れ
ま
で
「
老
齢
年

金
」
と
「
退
職
年
金
」
の
み

で
し
た
が
「
遺
族
年
金
」

「
障
害
年
金
」
が
加
わ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

年
金
18
万
円
以
上
で
も
、
次
の

方
は
、
市
へ
直
接
、
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

・
年
度
の
途
中
で
65
歳
を
迎
え
ら

れ
た
方

・
年
度
の
途
中
で
他
の
市
区
町
村

か
ら
転
入
さ
れ
た
方

・
年
度
の
途
中
で
他
の
市
区
町
村

へ
転
出
さ
れ
た
方

・
年
度
の
途
中
で
保
険
料
の
額
が

変
更
に
な
っ
た
方

・
年
金
の
現
況
届
（
ハ
ガ
キ
）
の

提
出
が
遅
れ
た
方

・
年
金
を
担
保
に
借
り
入
れ
を
し

て
い
る
方

保
険
料
は
納
付
書
で
個
別
に
納

付
（
普
通
徴
収
）
し
ま
す
。

・
市
か
ら
送
付
す
る
納
付
書
に
記

載
の
納
期
に
し
た
が
っ
て
納
付

し
ま
す
。

・
普
通
徴
収
の
納
期
は
7
〜
3
月

の
年
9
回
で
す
。（
4
〜
6
月

は
保
険
料
の
額
が
未
確
定
の
た

め
、
7
月
以
降
の
9
回
の
納
期

で
12
カ
月
分
の
保
険
料
を
納
付

し
ま
す
）

・
保
険
料
の
納
付
に
は
便
利
で
確

実
な
口
座
振
替
を
利
用
く
だ
さ

い
。（
手
続
に
つ
い
て
は
、
介

護
保
険
課
保
険
係
ま
た
は
各
総

合
支
所
健
康
福
祉
課
ま
で
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

■
65
歳
以
上
の
方
（
第
1
号
被

保
険
者
）
の
保
険
料
納
付
開

始
月

65
歳
の
誕
生
日
の
前
日
が
属

す
る
月
の
分
か
ら
納
付
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

（
例
）

6
月
1
日
が
65
歳
の
誕
生
日
の
方

→

5
月
分
か
ら
納
付

6
月
2
日
が
65
歳
の
誕
生
日
の
方

→

6
月
分
か
ら
納
付

【
介
護
保
険
制
度
の
流
れ
】

次
ペ
ー
ジ
掲
載

■激変緩和措置に伴う月額介護保険料

■月額介護保険料

●
年
金
受
給
18
万
円
未
満（
月
額

1
5
、
0
0
0
円
未
満
）の
方

●
年
金
受
給
18
万
円
以
上（
月
額

1
5
、
0
0
0
円
以
上
）の
方

税
制
改
正
に
伴
う
激
変

緩
和
措
置
に
つ
い
て

介
護
保
険
料
の

納
め
方
は
？

段階区分 保険料基準額（月額）
平成18年度 平成19年度 平成20年度

第
4
段
階

税制改正に伴う激
変緩和措置対象者

第1・2段階から移行した方 2,310円 2,905円
3,500円第3段階から移行した方 2,905円 3,185円

激変緩和措置対象者以外の方 3,500円 3,500円

第
5
段
階

税制改正に伴う激
変緩和措置対象者

第1・2段階から移行した方 2,625円 3,500円

4,375円
第3段階から移行した方 3,185円 3,780円
第4段階から移行した方 3,780円 4,060円

激変緩和措置対象者以外の方 4,375円 4,375円

※「月額保険料」欄は、「税制改正に伴う激変緩和措
置」適用前の数値

段階 対象者 月額保険料

第1段階
老齢福祉年金受給者で世帯
全員が住民税非課税の方、ま
たは生活保護の受給世帯の方 1,750円

（3,500円
×0.5）

第2段階
世帯全員が住民税非課税で
課税年金収入額と合計所得金
額の合計が80万円以下の方

第3段階
世帯全員が住民税非課税
で第2段階に該当しない
方

2,625円
（3,500円
×0.75）

第4段階
本人が住民税非課税の方
（世帯内に住民税課税者
がいる場合）

3,500円
（3,500円

×1.0）

第5段階
本人が住民税課税で前年
の合計所得金額が200万
円未満の方

4,375円
（3,500円
×1.25）

第6段階
本人が住民税課税で前年
の合計所得金額が200万
円以上の方

5,250円
（3,500円

×1.5）


